
少人数学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書（案） 

 

 子ども達に豊かな教育を保障することは、社会の基盤作りにとって極めて重要な

ことから、「教育は未来への先行投資」との認識が多くの国民の共通したものとなっ

ている。 

 また、子ども達は、様々な価値観や個性・ニーズを持っており、いわゆる「小１

プロブレム・中１ギャップ」への対応も必要となっている。そのため、一人ひとり

の子どもに丁寧な対応を行えるよう、一クラスの学級規模を引き下げる必要がある。 

 しかし、日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員１人

当たりの児童生徒数が多い。事実、我が国の３１人以上の学級に在籍する児童生徒

の割合をみると、文部科学省調査によれば小学校で５４パーセント、中学校で８２

パーセントとなっている。ＯＥＣＤ諸国並みの教育環境を整備するために、標準定

数法を改正し、国の財政負担と責任で学級編制を３０人以下とすべきである。 

なお、国の教育予算についても、ＧＤＰに占める教育費の割合は、ＯＥＣＤ諸国

の中で日本はトルコについで下位から２番目である。加えて、国の三位一体改革に

より、義務教育費国庫負担制度の国庫負担割合は２分の１から３分の１に引き下げ

られ、自治体財政を圧迫している。 

全国どこに住んでいても子ども達の教育の機会均等が担保され、教育水準が維持

向上されるように国は施策を講じる必要がある。 

よって、国におかれては、次の事項を実施されるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 昨年に行われた衆議院総選挙の際の各党マニフェストや政策集に記載されてい

る少人数学級を推進すること。 

２ 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の堅持

とともに同制度による国庫負担割合を２分の１に復元すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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